
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  国庫補助金の交付事業年度後に固定資産を取得した場合    

Ｑ：国から補助金をもらい改良工事を行い

ます。改良工事に伴い完成する資産の取得時

期は、補助金の交付を受けた後の事業年度に

なる予定ですが、この場合どのように処理を

すればいいでしょうか？                                  

                                              

Ａ：次のように処理をします。 

【解説】 

法人税では、内国法人が、各事業年度にお

いて固定資産の取得又は改良に充てるための

国庫補助金等の交付を受け、その事業年度に

おいてその国庫補助金等をもってその交付の

目的に適合した固定資産の取得又は改良をし

て、その事業年度終了の時までに国庫補助金

等の返還を要しないことが確定した場合には、

国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は

改良に充てた部分の金額の範囲内でその帳簿

価額を損金経理により減額し、又はその圧縮

限度額以下の金額をその事業年度の確定した

決算において積立金として積み立てる方法等

により経理したときは、その減額し又は経理

した金額に相当する金額は、その事業年度の

所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨

規定しています。 

お尋ねは、対象資産の取得等の時期が、補

助金の交付を受けた事業年度後の事業年度に

なるとのことですが、この場合には、対象資

産が完成するまでの間、仮勘定として経理し、

対象資産を取得等した事業年度においてこれ

を取り崩して益金の額に算入するとともに、

固定資産を取得等した事業年度において、圧

縮記帳をすることが認められます。 
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